
～活動目標３ 地域福祉を支える人づくり 計画書 P64 P65

活動方針１ 地域福祉の理解の促進

評価①

事業・取組 福祉に関する啓発、教育の推進
保育園児と高齢者福祉施設等の高齢者の交流事業や、障がい
者への理解を深めるための講演会等を実施する。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

・認知症の方や障がいがある方への正しい知識や理解を持ち、本人やその家族の方達を支援
　する認知症サポーターなどの養成や、市職員による出前講座により、福祉に関する啓発を図
　った。
・岩舟地域における「我が事・丸ごとふくしまつり」や、ログカフェ・にじ色サロンなど、
　多世代の交流事業を積極的に開催した。

課 題

・出前講座等による普及啓発について、より積極的な実施に努めるとともに、若年層も含めた
　幅広い世代へのアプローチも必要である。
・地域共生社会の実現に向け、多世代交流など、地域での人と人、人と社会がつながり支え
　合う取り組みの充実を図る必要がある。

今 後 の
取組方針

・今後も認知症サポーターを始めとする、各地域での支援者を拡大させていくとともに、職場
　や世代にとらわれることなく、出前講座等を積極的に実施する。
・次代を担う子どもたちへの教育や多世代交流の充実を図ることにより、福祉に関する意識
　の啓発や、地域共生社会の実現に向けた支え合いの地域づくりを推進する。

事業・取組 市職員出前講座の活用
市職員が講師として地区等に出向き、市の事業や制度などに
関する講座を開催する。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

令和６年度出前講座７６メニュー（うち福祉６メニュー、地域包括７メニュー）を、広報とち
ぎへの折込（班内回覧）やホームページを用いて広報周知し、自治会等に対し利用を促した。

課 題 「認知症になっても安心に暮らせるまちに」のメニューの開催件数が少ない。

今 後 の
取組方針

関係課とメニューの構成について協議・検討する。

事業・取組
小中学校等での福祉教育の
学習や体験活動の受入・
地域での出前講座

市内小中学校等の福祉教育の学習において、職員や各種ボラ
ンティアグループ等の講師派遣や、施設等での児童・生徒の体
験活動の受入れを行う。また、地域での出前講座を開催する。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

市内小・中学校等からの手話や点字、高齢者疑似体験等、福祉やボランティア活動に関する授
業実施の相談に応じ、職員やボランティアグループ等の講師派遣、児童や生徒の体験活動の受
け入れを行った。
令和6年度実績　小中学校等への派遣　46件　　学校以外への派遣　3件
派遣内容　車いす体験、高齢者疑似体験、アイマスク体験、点字体験、手話体験、盲導犬ユー
ザーの講話、地域のお宝 等

課 題
福祉教育プログラムについても、体験型プログラムから地域共生社会に求められている多様性
を取り入れていく必要がある。

今 後 の
取組方針

福祉教育プログラムについても、体験型プログラムだけでなく当事者の講話や地域企業やボラ
ンティア団体と共同で地域共生社会にむけたプログラムを実施していく。

市

前 年 度
事業概要

市

前 年 度
事業概要

社
協

前 年 度
事業概要
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R02 R03 R04 R05 R06 点数

目標値 29 31 34 37 40 4

実績値 35 33 42 36 52 3

目標値 15 15 15 20 20 2

実績値 6 2 5 6 10 1

目標値 44 50 55 60 70

実績値 41 29 36 52 46

目標値 100 100 100 100 100

実績値 113 113 68 49 76

事業・取組 ふれあい交流事業
障がいのある方もない方も一緒に交流することで、地域に住む
人々が互いの理解を深め、支え合いの気持ちを育む。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

地域共生社会の実現に向け、障がいのある方もない方も一緒に交流することで、地域に住む
人々が互いの理解を深め、支え合いの気持ちを育むことを目的に3月に開催した。
令和6年度実績　参加者76人　内容　ミニ運動会

課 題
事業実施にあたり、スタッフ(ボランティア）の確保が課題である。また、目的である参加者同
士の交流を深められることや参加者の飽きの来ない内容を検討していくことが必要である。

今 後 の
取組方針

地域福祉サポーター養成講座修了者や高校生等の若い世代を取り込みながら飽きの来ない充実
した内容を検討し、スタッフの確保に努める。

評価②

数値目標 自己評価 評価基準

順調に進んでいる

概ね順調だが不十分な点が少しある

実施されている部分もあるが、不十分な点が多い

実施方法も含め改善が必要である

評価③

【取組における成果】【活動方針の実現に向けた課題・方針】

社
協

前 年 度
事業概要

市

福祉に関する出前
講座開催数（回）

4

地域包括ケアシステ
ム講座の開催（回）

3

社
協

小中学校等への職員
等派遣回数（回）

2

ふれあい交流事業の
参加人数（人）

3

市

【取組における成果】
本人やその家族の方達を支援する認知症サポーターなどの養成講座や市職員による出前講座により、福祉
に関する啓発を図ったことや、多世代の交流事業を積極的に開催できたことは成果として挙げられる。

【活動方針の実現に向けた課題・方針】
地域共生社会の実現に向け、主任児童委員などと連携し、次代を担う子どもたちへの教育や多世代交流の
充実を図ることにより、福祉に関する意識の啓発や、地域共生社会の実現に向けた支え合いの地域づくり
を推進する。

社
協

【取組における成果】
小中学校等での福祉教育を通して、地域共生社会を目指し、多様性の社会に通じる福祉の心を育むことが
できている。

【活動方針の実現に向けた課題・方針】
体験型プログラムだけでなく当事者による講演や地域企業・ボランティア団体と共同で実施することによ
り、地域とのつながり、地域での支え合いについて学べるようにしていく。
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・ ・ ・

評価④

推進懇談会評価

活動方針の実現に向けた現状の評価 ４ ３ ２ １

・子どもの通っている小学校で福祉教育の授業があった。当事者の方たちと親子で接するプログラムについて
　も学校からの要望等があれば対応していただきたい。
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～活動目標３ 地域福祉を支える人づくり 計画書 P66 P68

活動方針２ 地域活動の活性化

評価①

事業・取組 はつらつセンター事業
高齢者の社会参加促進のため、自治会などの団体に委託し、
地域住民の参加と協力のもと、地域にある施設（自治会公民館
等）においてレクリエーションや交流サロンなどを開催する。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

高齢者が介護状態になることを予防するために、地域住民の参加と協力のもと、家に閉じこもり
がちな高齢者に集まりの場を提供し、生きがいづくりや健康で元気に生活するための様々な事業
を団体（自治会等）に委託して実施した。

課 題
構成員の高齢化が進み、事業の実施や委託関連の事務手続きを行うことが困難になっているケー
スがみられるとともに、新規の会員獲得が課題となっている。

今 後 の
取組方針

高齢者人口が増加する中、身近な場所で介護予防事業が提供できる本事業は、介護予防意識の普
及啓発にも有効であることから、今後も未実施の自治会等に働きかけを行うとともに、事業の実
施や委託関連の事務手続きを行うことが困難になっている団体に対しての支援や事務の簡略化等
を検討していく。

事業・取組 いきいきサロン事業
身近な場所でお茶や会話を楽しめる居場所を提供し、閉じこも
りがちな高齢者の社会参加を促すことでフレイルになることを防
止し、健康寿命の延伸を図る。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

自宅にこもりがちな高齢者の社会参加を促すことで、介護状態になることを予防し、健康寿命が
延伸することを目的に、高齢者が気軽に集い、お茶やおしゃべりを楽しめる居場所を提供したサ
ロンに対し、運営費等の一部を補助した。

課 題
事業の趣旨にそぐわない団体からの相談等が増加しており、対応に苦慮している。
趣旨に沿うサロンの枠組みや、補助金の支出状況を考慮する必要が出ている。

今 後 の
取組方針

持続的な事業運営のため、要綱や補助金の見直しを含め、今後の事業の在り方を検討する。

事業・取組
市民活動推進事業
”とちぎ夢ファーレ”

市民や企業からの寄付金と市費を原資として、市民団体が行う
公益的な事業（市民活動）に対し助成を行う。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

市民活動団体の財政支援を実施してまちづくりを推進するため、市民・企業からの寄附金からな
る基金と市の一般財源を活用し、市民活動団体１０団体の実施事業に対し補助金を交付した。

課 題
新規団体の申請が減少傾向にあるため、幅広く制度の周知を行う必要がある。また、事業の採択
時においては、公益性や持続可能性に重点を置き審査をする必要がある。

今 後 の
取組方針

市民活動推進センターくららと連携し、各地域においても周知活動を行う。また、事業の審査に
ついては引き続き、有識者等で構成される栃木市市民活動推進事業審査委員会において決定して
いく。

市

前 年 度
事業概要

市

前 年 度
事業概要

市

前 年 度
事業概要
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事業・取組 地区社会福祉協議会への支援

地区の状況に応じた福祉活動を推進している地区社会福祉協
議会に対し、活動費の助成や事業実施に係る相談等の支援を
行う。また、各地区社会福祉協議会間の情報共有を目的に地
区社会福祉協議会連絡会を開催する。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

地区の状況に応じた福祉活動を推進している地区社会福祉協議会に対し、運営費及び事業費の助
成（17地区）や事業実施に係る相談等の支援を行った。また、各地区社会福祉協議会間の情報
共有を目的に地区社会福祉協議会連絡会（８月）および役員研修会（２月）を開催した。

課 題 「地域共生社会」への理解とそれに伴う事業へ展開することへの支援が不足している。

今 後 の
取組方針

地区社会福祉協議会に対し、「地域共生社会」の理解を促しながら新しい事業展開および他事業
との連携を図りながら支援を継続していく。

事業・取組
福祉団体やボランティア団体
の活動への補助や事業への

協力

地区における福祉活動の推進を図るため、市内の福祉団体や
ボランティア団体等の活動に対する補助、支援等に行う。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

地域における福祉活動の推進を図るため、市内の福祉団体やボランティア団体等の福祉に寄与す
る活動に対する補助を行った。令和6年度補助実績　45団体

課 題
福祉団体やボランティア団体の支援のあり方について、見直しが必要である。
（補助金の使途や周知方法等について）

今 後 の
取組方針

福祉団体やボランティア団体の支援のあり方については、社会福祉協議会の経営安定化計画にも
位置付けられている。補助金の周知方法について、通知のみであったが、補助金の申請、使途等
の説明をオンラインで実施するよう検討する。（令和6年度小中学校等の福祉教育推進事業補助
金について、研修会に併せてオンライン説明会を実施した）

事業・取組
各当事者団体交流事業の開催

支援
シニアスポーツ大会や障がい者団体が開催する事業に対し、
職員の派遣や支援等を行う。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

シニアスポーツ大会や障がい者団体が開催する事業に対し、例年職員の派遣や支援等を行ってい
る。令和6年度実績　１３人

課 題 団体の役員が高齢化、新規加入者の減少等により、活動が難しくなってきている。

今 後 の
取組方針

職員の派遣等の支援を行うことにより、事業が継続し、団体の活性化を図ることで生きがいづく
りや引きこもり防止にもつながる。

社
協

前 年 度
事業概要

社
協

前 年 度
事業概要

社
協

前 年 度
事業概要
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R02 R03 R04 R05 R06 点数

目標値 156 159 162 165 168 4

実績値 154 149 151 153 153 3

目標値 156 161 166 171 176 2

実績値 151 152 150 158 165 1

目標値 17 17 17 17 17

実績値 15 0 15 16 15

目標値 67 60 60 60 60

実績値 53 41 45 45 45

目標値 2 4 6 8 10

実績値 4 0 2 13 13

・ ・ ・

評価②

数値目標 自己評価 評価基準

順調に進んでいる

概ね順調だが不十分な点が少しある

実施されている部分もあるが、不十分な点が多い

実施方法も含め改善が必要である

評価③

【取組における成果】【活動方針の実現に向けた課題・方針】

評価④

推進懇談会評価

活動方針の実現に向けた現状の評価 ４ ３ ２ １

市

はつらつセンター実施
団体数（団体）

3

いきいきサロン実施
箇所数（箇所）

3

社
協

地区社会福祉協議会
連絡会参加人数（人）

2

福祉団体やボランティ
ア団体への補助団体
数（団体）

3

各当事者団体への
派遣職員数（人）

4

市

【取組における成果】
自宅にこもりがちな高齢者の健康寿命が延伸することを目的とした、いきいきサロン実施箇所数が微増し
たことは成果として挙げられる。

【活動方針の実現に向けた課題・方針】
構成員の高齢化が進み、事業の実施や委託関連の事務手続きを行うことが困難になっているケースがみら
れるとともに、新規の会員獲得が課題となっている団体に対しての支援や事務の簡略化等を検討してい
く。

社
協

【取組における成果】
地区社会福祉協議会及び福祉団体・ボランティア団体の支援を通して、地域福祉事業が継続的に実施でき
るよう支援することで栃木市の地域福祉の推進を図った。また、小中学校等での福祉教育への講師派遣な
どにより、福祉のまちづくりの一翼を担っている。

【活動方針の実現に向けた課題・方針】
地域共生社会の実現に向けて、地区社会福祉協議会及び福祉団体・ボランティア団体等との連携を密に行
い、団体の活性化を働きかけながら、支え合いやつながりの重要性について啓発をしていく。

・いきいきサロン事業について、事業の趣旨にそぐわない団体からの相談が増加しているとのことなので、申請
　条件などをしっかり周知していただきたい。
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～活動目標３ 地域福祉を支える人づくり 計画書 P69 P71

活動方針３ 人材の育成

評価①

事業・取組
民生委員・児童委員・主任
児童委員研修会の充実

民生委員・児童委員・主任児童委員を対象に、相談援助活動
を行う上での助けとなる知識を得られるよう、市民児協連合会
及び栃木県主催の研修会を実施する。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

栃木県主催で実施した県南ブロック地区別研修会に３０１名、市民児協連合会が主催で実施し
た全体研修会に２９２名が出席した。また、県主催で実施した法定単位民児協会長等研修会及
び主任児童委員等研修会（県南）等に、計４６名の委員が出席した。

課 題 専門部の活動につながるテーマの設定や、事業計画の重点目標に則したテーマの設定。

今 後 の
取組方針

社会情勢に応じた研修会を企画・実施していくとともに、担い手不足の解消のため、社会福祉
協議会とも連携しながら研修等を企画・実施する。

事業・取組 市民活動推進センターくらら
管理運営を特定非営利活動法人ハイジに委託し、市民活動に
関する相談や情報の収集・提供、及びボランティア団体の交流
促進を行う。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

市民活動の推進に寄与するため、市民活動団体等からの相談受付や情報の発信、更には、くら
ら登録団体に対して会議室やロッカー等を貸し出すことにより、その活動を支援した。また、
一般市民と団体との交流を深めるため各種イベントを実施した。

課 題
市民活動団体構成員の高齢化により、団体数が減少傾向にあるため、若い世代を確保するため
の創意工夫が必要となっている。

今 後 の
取組方針

若い世代を対象とした事業を積極的に行うとともに、ＳＮＳを活用した情報発信やオンライン
講座の充実を図る。

事業・取組 各種サポーターの養成
生活サポーター（あったかいご員）・ますます元気サポーター・
認知症サポーターを養成するため、講座の開催や講師の派遣
をする。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

あったかいご員やますます元気サポーターなど、地域において活動するボランティアを養成す
るための各種講座の開催や講師の派遣、ボランティアの交流会等を行った。
また、認知症サポーター養成講座の講師役となるキャラバン・メイトに対して勉強会を開催し
た。

課 題
養成したボランティアについて、交流会等の開催をはじめとする活動支援を実施し、活動の活
性化を図る。

今 後 の
取組方針

養成したボランティアについて、交流会等の開催をはじめとする活動支援を実施し、活動の活
性化を図る。
認知症サポーターについては、ステップアップ講座の開催等を通してチームオレンジへの参画
の働きかけを行い、認知症の人や家族への支援を充実させる。
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事業・取組
地域福祉サポーター
養成講座の開催

年齢や障がいの有無に関わらず、すべての地域住民が自分ら
しく、それぞれに役割を持ちながら、社会参加できる「地域共生
社会」を目指している。「地域共生社会」実現のため、市社会福
祉協議会と地域の橋渡し役や支え合いの地域づくりに必要な
知識・視点等を身につけることを目的に地域福祉サポーターを
養成する。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

年齢や障がいの有無に関わらず、すべての地域住民が自分らしく、それぞれに役割を持ちなが
ら、社会参加できる「地域共生社会」を目指し、地域福祉の担い手の育成を目的に、地域福祉
サポーター養成講座（入門編）を開催した。
令和6年度実績　地域福祉サポーター養成講座　参加者　35人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

課 題
地域によってサポーター数のばらつきがあることから、各地域に対してサポーターの役割等の
理解を促しながら増員に努める。

今 後 の
取組方針

中長期計画に基づき、地域福祉の担い手であるサポーターを増員していく。また、養成したサ
ポーターの活動の場の提供を図る。

事業・取組 ボランティアセンターの運営
より多くの市民が容易にボランティア活動へ参加できるようにす
るため各種講座を開催する。また、ボランティアの発掘や育成
等の基盤づくり、ボランティアに関する相談を行う。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

より多くの市民が気軽にボランティア活動へ参加できるようにするため、ボランティアの発
掘、育成等の基盤づくり、ボランティアに関する相談等を行った。また、例年各種ボランティ
ア養成講座を実施している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和6年度実績　手話奉仕員養成講座 参加者21人、手話のミニ講座　参加者50人、福祉ミニ
体験講座 参加者25人、運転ボランティア養成研修会 参加者10人

課 題 受講者に対して継続的活動の機会を与えるなどのフォローが不十分である。

今 後 の
取組方針

単に講座を実施するのではなく、地域活動の中などから生まれるニーズに沿った内容で実施し
ていく。また受講者に対しても以後の活動に繋がるよう支援を継続する。

事業・取組 大学生等の実習生の受入
将来、社会福祉の専門職として活躍する人材育成の一助とす
るため、実習生の受入れを行う。

「誰（何）を」「どういう方法で」「どうしたか」「対象」「手段」を記入する　※懇談会の意見があれば反映させる

将来、社会福祉の専門職として活躍する人材育成の一助とするため、実習生の受け入れを行っ
た。
令和6年度実績　社会福祉士現場実習　3人　　その他　2人

課 題
社会福祉士現場実習の実習指導者は、社会福祉士の資格を持ち、研修を受けた者でなければな
らない。人事異動等もあるため、社会福祉士実習指導者を増やす必要がある。

今 後 の
取組方針

社会福祉協議会の使命として、次世代の福祉職の育成があることから、社会福祉士の資格を持
ち、経験年数を満たした者について、実習指導者の受講計画を立て、体制整備を行い、大学生
等の実習生を受入れる。

社
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R02 R03 R04 R05 R06 点数

目標値 315 315 315 320 325 4

実績値 309 272 263 243 246 3

目標値 30 30 30 30 50 2

実績値 47 66 47 65 35 1

目標値 203 205 207 209 210

実績値 53 88 90 120 141

目標値 210 212 214 216 220

実績値 175 180 176 189 193

目標値 110 150 250 350 400

実績値 72 28 93 152 106

目標値 8 10 10 10 10

実績値 3 2 3 5 5

・ ・ ・

評価②

数値目標 自己評価 評価基準

順調に進んでいる

概ね順調だが不十分な点が少しある

実施されている部分もあるが、不十分な点が多い

実施方法も含め改善が必要である

評価③

【取組における成果】【活動方針の実現に向けた課題・方針】

評価④

推進懇談会評価

活動方針の実現に向けた現状の評価 ４ ３ ２ １

市
市民活動推進セン
ターくらら登録団体数
（団体）

3

地域福祉サポーター
養成講座受講者数
（人）

2

ボランティアセンター
登録人数（人）

3

ボランティアセンター
登録団体（団体）

3

各種ボランティア養成
講座受講者数（人）

2

大学生等受入人数
（人）

2

市

【取組における成果】
認知症サポーター養成講座の講師役となるキャラバン・メイトについて、勉強会や認知症カフェとの交流
会を開催できたことは成果として挙げられる。

【活動方針の実現に向けた課題・方針】
認知症サポーターについては、ステップアップ講座の開催等を通してチームオレンジへの参画の働きかけ
を行い、認知症の人や家族への支援を充実させていく。また、養成したボランティアについては、交流会
等の開催をはじめとする支援を実施し、活動の活性化を図る。

社
協

【取組における成果】
各種ボランティア養成講座受講後、ボランティア団体などの紹介等を実施している。また、福祉職を目指
す大学生の社会福祉士現場実習の受け入れを行い、福祉職の人材育成に貢献している。

【活動方針の実現に向けた課題・方針】
養成講座受講後の活動場所の提供に課題があることから、地域で活動できる環境を整える。また、自分た
ちの行う活動が地域内でどのような効果があり、意味を果たすのか理解を促す。

・市民児協連合会の主催で実施した研修会はとても充実していたので、民生委員だけでなく、広く市民に開か
　れた講座として実施することも検討していただきたい。

社
協
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